
群馬県渋川市老人ホーム火災概要（第５報） 

 
消 防 庁  
平成２１年３月２３日 
１ ７ 時 ０ ０ 分 現 在  

 
１ 発生日時等 

発生時刻：平成２１年３月１９日２２時４５分ごろ 
覚知時刻：平成２１年３月１９日２２時５５分 
鎮圧時刻：平成２１年３月２０日００時３３分 
鎮火時刻：平成２１年３月２０日０１時１４分 

 
２ 発生場所 
  住  所：群馬県渋川市北橘町八崎２３３５－９ 
  建物名称：静養ホーム たまゆら 
  用  途：令別表第一（６）項ロ 
 
３ 建物概要 
  構  造：木造（本館、別館１、別館２） 
  階  数：平家建て（本館、別館１、別館２） 
  延べ面積：本 館：１１８．４１㎡ 

別館１：１８８．８１㎡ 
別館２： ８０．６８㎡ 

 
４ 死傷者等 
（１）人的被害 

   死者  １０人（男６人、女４人） 
   負傷者  １人（中等症 男１人 熱傷） 

※ 出火当時、１６名の入所者、１名の職員が建物内にいた。 
（２）建物被害 

   本館：全焼、別館１：全焼、別館２：半焼、その他隣接建物３棟：部分焼 
 
５ 火災原因等 
  調査中 
 
６ 消防用設備等 
  消火器 



７ 防火管理状況 
  防火管理者：選任済み（平成１９年４月１２日届出） 

消防計画 ：作成済み（平成１９年４月１２日届出） 
 
８ 最新の立入検査 
  調査中 
 
９ 消防庁の対応 
  ３月２０日（金） 
    ００時４５分：渋川広域消防本部から第１報受領 
    ０１時００分：渋川広域消防本部から第２報受領 

消防庁第一次応急体制 
０８時００分：消防法第３５条の３の２の規定に基づき消防庁長官の火災原因調査

を発動し、消防庁職員５名を現地派遣 
  

   ・ 

３月２３日（月） 
各都道府県消防防災主管部長等あてに消防庁予防課長から「社会福祉施設等に係

る防火対策の徹底及び緊急調査の実施について」（平成２１年３月２３日付け消防

予第１２１号）を通知し、防火対策の徹底と緊急調査について依頼したところ。 


